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H26.９月号  No.10 

「車いすで出掛けたいこんな時どうしよう？」 

車での移動にもいろいろな方法があります。 

中区移動情報センターではご相談内容に応じた車をご紹介させていただきます。 

また、障害のある方等のお車以外の移動に関するご相談もお受けしています。 

お気軽にご相談下さい。 

受付時間 ： 月～金曜日  9時～17時（祝日・年末年始を除く）   

TEL 045-681-6682  FAX 045-641-6078  E‐mail ido@nakasha.net 

     

近くの病院へ通うのに

家の車は乗れないか

ら困ってるの。 

費用が高いと毎月は

使えないし…。 

 

     

事前に日程が決まっている長距離（県外でも OK）の移動なら 

「福祉有償運送サービスの利用」 があります。 

利用条件   身体障害のある方 公共交通機関での外出が困難な方  

       高齢の方  要予約 介助なし 

       事前の会員登録や入会金・年会費が必要な場合があります 

送迎可能時間 基本時間 平日８時～17 時 （割増料金時間帯あり） 

利用制限   特になし 目的による制限なし  

利用料        １ｋｍ150 円前後の走行料と乗降介助料 1000円、 

       迎車料 300 円がかかります 【注：事業所によって異なります】 

車両     大型車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車いすも対応可能）を 

       利用できる事業所もあります 

※ 福祉タクシー券利用可能  

市内での定期的な通院には 

「中区社会福祉協議会の送迎サービス」 があります。 

利用条件   中区在住 公共交通機関での外出が困難な方 難病の方など 

       ご自宅への訪問後、事前登録が必要 要予約 

送迎可能時間 月曜日から金曜日（祝日・年末年始除く） 9 時 30 分～17 時 

利用制限   市内移動のみ 月 8回まで（往復の場合は４回となります） 

       目的による制限なし 

利用料        送迎車両の車庫（中区山下町）から乗車点まで 300 円 

              以降１ｋｍごとに 120円です 

車両     小型車両（車いす含め 2 名乗車） 

※ 福祉タクシー券利用可能  

車いすのおばあちゃ

んをお墓参りに連れ

て行ってあげたいん

だけど…。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL：045-68１-6682   

     

退院時、横になったままでの移動やベッドへの移乗のお手伝いが 

必要な場合は「介護タクシー」 があります。 

利用料は少し高くなりますが介助をお願いすることができます。 

利用条件   どなたでも  

送迎可能時間 いつでも（割増料金時間帯有り） 

利用制限   特になし 目的による制限もなし 

利用料    下記の料金に乗降介助料、付添い介助料、迎車料などが 

       加算されます  

       初乗り 2ｋm まで 730 円以降２９３ｍごとに 90 円 

車両     大型車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車いすも対応可能） 

緊急時、医師や看護師が同乗して処置することが出来る民間救急患者搬送の 

認定を受けている事業所もあります 

※ 福祉タクシー券利用可能  

各障害者手帳の提示で乗車料金が１０％割引になります 

病院からの退院、スト

レッチャーのまま乗れ

る車あるかな？ 

ベッドへの移動も１人

じゃ無理…。 

 

結婚式で、市内の

ホテルに行きたい

の。往復の移動を

お願いできるところ

ないかしら。 

重度障害者の方の日常生活に必要な用事での外出なら 

「ハンディキャブの運行」 があります。 

利用条件   18才以上の方で車いすやｽﾄﾚｯﾁｬｰを必要とする身体障害１～2 級の方 

       市内在住 事前登録が必要 要予約 介助なし 

送迎可能時間 8時～22 時  

利用制限   市内移動のみ（通院の場合は相談可） 

       月 4 回以内 1 回の利用は 4時間以内 同日の利用の場合は 

       往復で１回とします。 

       目的による制限有り（お問い合わせの上ご確認下さい） 

利用料        利用時間（乗車から降車まで）による料金設定       

        1時間ごとに 400 円  最大 4 時間まで 

車両     リフト付き車両 6 台 

※ ハンディキャブでは福祉車両の貸出もしています 

  利用内容、本人状態により条件が変わる場合があります 

これからみんなで

食事に出かけたい

の。対応してもらえ

るところあるかし

ら？ 

10ｋｍ以内の移動や急な予定には「ＵＤ タクシー」 があります。 
                        ※UD=ユニバーサルデザインの略 

利用条件   どなたでも  

送迎可能時間 一般タクシーと同様 いつでも（割増料金時間帯有り） 

利用制限   なし 目的による制限もなし 

利用料        一般タクシーと同様 初乗り 2ｋm まで 730 円 

       以降２９３ｍごとに 90 円 迎車料 310 円 

車両     中型車両（車いす含め 3 名乗車） 

※ 福祉タクシー券利用可能  

  各障害者手帳の提示で乗車料金が１０％割引になります 


